
「宅地・田畑以外の土地および立木」賠償における

立木の「林種」が異なる場合の請求書の記入方法

※記入例より抜粋

請求書【Ｂ１】 Ｐ．５

賠償項目（土地）には間違いがないが、林種（人工林・天然林）が異なる方は、
下記をご参照のうえ、ご記入ください。
なお、詳細については、「記入例」および「解説」をご確認ください。

記入は次ページを参照

－１－ 東京電力いわき補償相談センター



ﾁｪｯｸする

ﾁｪｯｸする

ﾁｪｯｸしない

●本ページに記載されている土地は事業として販売する目的の土地ではないこと、および
記載の情報に間違いがないことを必ずご確認のうえ、本項目❶にチェックを入れてください。

●当該土地を、別の用途として利用されている場合は、チェックの必要はございません。
※各賠償項目の詳細については、『解説』11～12，31～38ﾍﾟｰｼﾞをご参照ください。

※１

※１

※２

※３

※２

●当該立木の林種が異なる場合は、本項目❷にチェックの必要はございません。
・ 印字されている「林種」が異なる場合は、本項目にはチェックを入れないでください。

※３

●本ページに記載の立木の「林種」が異なる場合、本項目❸にチェックを入れ、【C】 にご記入
ください。

※林種（人工林・天然林）については『解説』11，40ﾍﾟｰｼﾞをご参照ください。

◎詳細は、下記をご参照ください

－２－ 東京電力いわき補償相談センター

林種が異なっている場合の記入方法（１）

【Ｃ】の記入方法は、次ページを参照してください



請求書【Ｃ】 Ｐ．９ Ｐ．１０

「山林の土地」にチェックを
入れてください

「人工林」か「天然林」のいずれか
１つにチェックを入れてください

⇨林種（人工林・天然林）だけ異なる場合も同様に「山林の土地」にチェックを入れたうえで、該当の土地に存在
する立木について「人工林」か「天然林」のチェックボックス（イの範囲）、それぞれにチェックを入れてください。

※林種（人工林・天然林）については『解説』11、40ページをご参照ください。

－３－ 東京電力いわき補償相談センター

林種が異なっている場合の記入方法（２）


